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第１章 総則
(趣旨 )

第１条 この訓令は、隊員（自衛官候補生、予備自衛官、
即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校又は防衛
医科大学校の学生、陸上自衛隊高等工科学校の生徒、



非常勤の者及び臨時的任用の者を除く。以下同じ。）
の航空業務に関する技能の基準としての航空従事者技
能証明及び計器飛行証明の実施に関して必要な事項を
定めるものとする。
(航空業務 )

第２条 この訓令において航空業務とは、航空機（航空
法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１項に規定
する航空機であって、自衛隊の使用するものをいう。
以下本則において同じ。）に乗り組んで又は乗り組ま
ないで行う次に掲げる第１号、第５号及び第６号の業
務並びに航空機に乗り組んで行う第２号から第４号ま
での業務をいう。
(１ ) 操縦（航空機に乗り組まないで行うものにあつ

ては、無操縦者航空機（操縦者が乗り組まないで
飛行することができる装置を有する航空機をいう
。以下同じ。）に係るものに限る。）

(２ ) 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資
料の算出（以下「航法」という。）

(３ ) 航空機に施設する無線設備又は防衛大臣の指定
する特殊無線設備の通信操作及び技能操作（以下
「通信」という。）

(４ ) 発動機及び機体の取扱（操縦装置の操作を除く。
以下「機上整備」という。）

(５ ) 偵察、射撃、爆撃その他防衛大臣の指定する業
務（防衛大臣の指定する航空機に係るもの（航空
機に乗り組まないで行うものにあつては、無操縦
者航空機に係るものに限る。以下「偵察等」とい
う。）

(６ ) 整備（簡単な保守予防作業としての緊度又は間
隙の調整及び複雑な結合作用を伴わない規格部品
の交換を除く。以下本号中において同じ。）を行
つた若しくは改造を行つた航空機について、それ
が航空の用に供し得るか否かについて又は整備を
行つた若しくは改造を行つた航空機とう載装備品
について、それが実用に供し得るか否かについて
行う確認（以下「整備」という。）
第２章 航空従事者技能証明

(航空従事者技能証明 )
第３条 防衛大臣は、航空業務を行おうとする隊員に対
して、防衛大学校長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空
幕僚長、情報本部長及び防衛装備庁長官（以下「幕僚



長等」という。）の上申に基づき、航空従事者技能証
明（以下「技能証明」という。）を行う。

２ 固定翼航空機（ＬＲ－１及びＬＲ－２（以下「連絡
用航空機」という。）を除く。）の操縦を行おうとす
る隊員に対して行う技能証明の種類は、高級操縦士、
上級操縦士、操縦士及び新型機基本操縦士とし、連絡
用航空機の操縦を行おうとする隊員に対して行う技能
証明の種類は、上級Ｌ操縦士及びＬ操縦士とし、回転
翼航空機の操縦を行おうとする隊員に対して行う技能
証明の種類は、上級Ｈ操縦士及びＨ操縦士とし、滑空
機の操縦を行おうとする隊員に対して行う技能証明の
種類は、Ｇ操縦士とし、無操縦者航空機の操縦を行お
うとする隊員に対して行う技能証明の種類は、Ｑ操縦
士とする。

３ 航法、通信、機上整備又は偵察等のいずれかを行お
うとする隊員に対して行う技能証明の種類は、高級航
空士、上級航空士及び航空士とする。

４ 整備を行おうとする隊員に対して行う技能証明は、
整備士とする。

５ 前３項の技能証明を行うための条件は、それぞれ別
紙第１に定めるところによる。
(航空機及び航空業務の限定 )

第４条 防衛大臣は、隊員に対して高級操縦士、上級操
縦士、操縦士又は新型機基本操縦士の技能証明を行う
に当たつては、その者の技能に応じ、その者の乗り組
むことができる航空機の種類、等級及び型式の限定を
行うほか、新型機基本操縦士の技能証明を行うに当た
つては、その者の従事することができる航空業務の限
定を行うものとする。

２ 防衛大臣は、隊員に対して高級航空士、上級航空士
又は航空士の技能証明を行うにあたつては、その者の
技能に応じ、航法、通信、機上整備又は偵察等のうち
でその者の従事することができる航空業務の限定を行
い、機上整備に限定された者についてはその者の乗り
組むことができる航空機の種類、等級及び型式の限定
を行う。

３ 防衛大臣は、隊員に対して、整備士の技能証明を行
うにあたつては、その者の技能に応じ、その者の従事
することができる整備の種類の限定を行う。

４ 本条において、航空機の種類はターボジエツト発動
機をおもな動力とする固定翼航空機、プロペラ推進を



主とする固定翼航空機、連絡用航空機及び回転翼航空
機とし、航空機の等級は、陸上多発機、陸上単発機、
水上多発機及び水上単発機とし、航空機の型式は、重
量 30トン以上の航空機及び重量 30トン未満の航空機と
し、整備の種類は一般整備、特殊整備及びとう載装備
品整備とする。

５ 防衛大臣は限定を行つた後において、その限定を受
けた隊員が新たに防衛大臣の指定する教育課程若しく
は講習を修了し又は試験に合格した場合には、幕僚長
等の上申に基づき、その限定事項を拡大する。
(航空従事者技能証明書 )

第５条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、技能証明
を受けた隊員（以下「航空従事者」という。）に対し
て航空従事者技能証明書（以下「技能証明書」という。
）を交付する。

２ 技能証明書には前条の規定により限定された事項が、
記載されなければならない。

３ 技能証明書の様式は、別紙第２に定めるところによ
る。
(航空業務に従事することができる者 )

第６条 航空業務は、当該航空業務に係る技能証明を有
する航空従事者でなければ行つてはならない。ただし、
航空機に乗り組んで操縦に従事することができる航空
従事者（新型機基本操縦士を除く。）は、航空機に乗
り組んでいる間、全ての航空業務を行うことができる
ものとし、航空機に乗り組んで又は乗り組まないで行
う第２条第１号の業務及び航空機に乗り組んで行う同
条第２号から第５号までの業務に従事する職務は、航
空従事者であつて、別に定める適性及び身体基準に合
致している者に対し、これを命ずるものとする。

２ 航空従事者は、航空業務を行う場合には第４条に規
定する限定に従わなければならない。

３ 航空業務に関する技能の習得を命ぜられている隊員
は前２項の規定にかかわらず、当該業務の教育訓練に
従事する者の指導下において、それぞれ指定された航
空業務を行うことができる。

第３章 計器飛行証明
(計器飛行証明 )

第７条 防衛大臣は、操縦に従事することができる航空
従事者のうち計器飛行（航空機外の物象を見て、これ
に依存することなく、計器のみに依存して行う操縦を



いう。以下同じ。）を行おうとする者に対しては、幕
僚長等の上申に基づき計器飛行証明を行う。

２ 計器飛行証明の種類は、計器飛行証明（白）及び計
器飛行証明（緑）とする。

３ 前項の計器飛行証明を行うための条件は、それぞれ
別紙第３に定めるところによる。
(計器飛行証明の有効期間 )

第８条 計器飛行証明の有効期間は、１年とする。ただ
し、幕僚長等は、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、
その期間の特例を定めることができる。
(計器飛行証明書 )

第９条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、計器飛行
証明を受けた航空従事者に対して計器飛行証明書を交
付する。

２ 計器飛行証明書には前条の規定による計器飛行証明
の有効期間が、記載されなければならない。

３ 計器飛行証明書の様式は別紙第４に定めるところに
よる。
(計器飛行を行うことができる者 )

第 10条 計器飛行証明を有する航空従事者でなければ計
器飛行を行つてはならない。

２ 計器飛行に関する技能の習得を命ぜられている隊員
は、前項の規定にかかわらず、計器飛行の教育訓練に
従事する者の指導下において、計器飛行を行うことが
できる。

第４章 雑則
(技能証明及び計器飛行証明の取消等 )

第 11条 防衛大臣は、航空従事者が次の各号の１に該当
した場合において必要があると認めるときは、その者
に対して行つた技能証明若しくは計器飛行証明又はそ
の双方を取り消し、又は１年以内の期間を定めて、そ
の効力を停止する。
(１ ) 航空関係の諸規定に違反する行為を行つた場合
(２ ) その者が従事することができる航空業務を行う

にあたり、非行又は重大な過失があつた場合
２ 防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上必要があるときは、
従前行つた技能証明若しくは限定を取り消し、又は期
間を定めてその効力を停止する。

３ 航空従事者が同一系統に属する上位の技能証明又は
上位の計器飛行証明を受けることとなつた場合には、
現に有する技能証明又は計器飛行証明は、その際効力



を失う。
４ 操縦に従事することができる航空従事者が丙種航空
無線通信士以上の資格を有しないこととなつたときは、
その者の有する操縦に関する技能証明は、その際効力
を失う。

５ 通信に従事することができる航空従事者が丙種航空
無線通信士以上の資格を有しないこととなつたときは、
通信にかかる航空業務の限定は、その際効力を失うも
のとし、その者が通信のみに航空業務を限定されてい
るときは、その者の有する高級航空士、上級航空士又
は航空士の技能証明は、その際効力を失う。

６ 高級操縦士又は上級操縦士の技能証明を有する航空
従事者が、計器飛行証明（緑）を失つて計器飛行証明
（白）を有することとなつた場合においても、その者
の有する高級操縦士又は上級操縦士の技能証明は効力
を失わないものとし、それらのいずれの計器飛行証明
をも有しないこととなつた場合は、その際その者が有
する高級操縦士又は上級操縦士の技能証明は効力を失
い、かつ、その際その者に対して同一の限定事項をも
つて操縦士の技能証明が行われたものとみなす。

７ 幕僚長等は、所属の航空従事者が第１項各号に掲げ
る場合の１に該当したとき及び自衛隊の任務遂行上従
前行つた技能証明若しくは限定を取り消し、又は期間
を定めてその効力を停止する必要があると認めたとき
は、すみやかに事情を具して防衛大臣に報告しなけれ
ばならない。

８ 防衛大臣は、第１項の規定により技能証明若しくは
計器飛行証明又はその双方の取消を行つた隊員に対し
ては、当該取消の日から２年の期間内においては、当
該取消にかかる技能証明及び計器飛行証明を行わない。
(技能証明書及び計器飛行証明書の再交付等）

第 12条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、航空従事
者が技能証明書又は計器飛行証明書を亡失し、又は使
用にたえない程度に汚損若しくは破損した場合には、
再交付を行う。

２ 航空従事者の氏名又は階級の変更、限定事項の拡大
その他技能証明書又は計器飛行証明書の記載事項に異
動があつた場合には、当該記載事項に基いて技能証明
書又は計器飛行証明書を訂正し、又は再交付を行う。

３ 前２項の規定により再交付を行う場合には、亡失し
た場合を除き、従前の技能証明書又は計器飛行証明書



とひきかえに行うものとする。
(技能証明書及び計器飛行証明書の返還 )

第 13条 航空従事者は、次の各号の１に該当したときは、
その際技能証明書若しくは計器飛行証明書又はその双
方を返還しなければならない。
(１ ) 第 11条第１項又は第２項の規定により技能証明

若しくは計器飛行証明又はその双方を取り消され
た場合

(２ ) 第 11条第６項の規定により高級操縦士又は上級
操縦士の技能証明がその効力を失つた場合

(上申の記録 )
第 14条 幕僚長等は、第３条第１項、第４条第５項及び
第７条第１項の上申をするため所属の隊員の飛行時間
等の記録に関し必要な事項を定めなければならない。
(委任規定 )

第 15条 この訓令の実施に関して必要な事項は、幕僚長
等があらかじめ防衛大臣の承認を得て定める。

附 則
１ この訓令は、昭和 30年４月１日から施行する。
２ 別紙第１中操縦士、Ｌ操縦士及びＨ操縦士について
は、昭和 30年５月 30日までの間は、それぞれの項の⑷
に掲げる条件を欠くことができる。

３ 昭和 32年３月 31日までの間においては、長官は、必
要があると認めるときは、Ｔ－ 34の操縦を行おうとす
る隊員に対し、その者がこの訓令の規定により操縦士
の技能証明を受ける日の前日まで又は昭和 31年３月 31
日までのいずれか早い日までを有効期限として仮に操
縦士の技能証明を行うものとする。この場合において
は、技能証明書の表に朱字をもつて「仮」と記載する
ものとする。

附 則（昭和 30年 10月 17日庁訓第 68号）
１ この訓令は、昭和 30年８月１日から適用する。
２ この訓令適用の際技能証明において乗り組むことが
できる航空機の種類として固定翼航空機に限定されて
いた航空従事者は、その際にさかのぼつてジエツト機
関固定翼航空機及び往復機関固定翼航空機に限定され
た場合を除き、その際往復機関固定翼航空機に限定さ
れたものとみなす。

３ 昭和 30年８月１日以後同年 10月 16日以前に乗り組む
ことができる航空機の種類として、ジエツト機関固定



翼航空機に限定された技能証明を有しない航空従事者
が、当該航空機により航空業務を行つた場合について
は、第６条の規定には適用しない。

附 則（昭和 31年４月 16日庁訓第 21号）
この訓令は、昭和 31年４月１日から適用する。

附 則（昭和 31年 10月 25日庁訓第 60号）
この訓令は、昭和 31年 10月 25日から施行する。

附 則（昭和 40年３月 30日庁訓第 21号）
１ この訓令は、昭和 40年４月１日から施行する。
２ この訓令による改正前の航空従事者技能証明及び計
器飛行証明に関する訓令第４条の規定に基づきジエツ
ト機関固定翼航空機と限定された者又は往復機関固定
翼航空機に限定された者についてのこの訓令による改
正後の航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する
訓令の適用については、噴射推進を主とする固定翼航
空機又はプロペラ推進を主とする固定翼航空機にそれ
ぞれ限定されたものとみなす。

附 則（昭和 42年８月４日庁訓第 19号）
１ この訓令は、昭和 42年８月４日から施行する。
２ この訓令による改正前の航空従事者技能証明及び計
器飛行証明に関する訓令第４条の規定に基づき噴射推
進を主とする固定翼航空機に限定された者についての
この訓令による改正後の航空従事者技能証明及び計器
飛行証明に関する訓令の適用については、ターボジエ
ツト発動機をおもな動力とする固定翼航空機に限定さ
れたものとみなす。

附 則（昭和 52年 11月 14日庁訓第 37号）
この訓令は、昭和 53年４日１日から施行する。

附 則（昭和 59年６月 30日庁訓第 37号）（抄）
１ この訓令は、昭和 59年７月１日から施行する。

附 則（平成５年３月 23日庁訓第７号）
１ この訓令は、平成５年４月１日から施行する。
２ この訓令の施行の際現に交付されている第１条の改
正規定に係る改正前の様式による技能証明書は、改正
後の様式による技能証明書とみなす。

３ この訓令の施行の際現に存する第１条、第３条及び
第 12条の改正規定に係る改正前の様式による用紙は、
当分の間、これを使用することができる。

附 則（平成６年 11月８日庁訓第 57号）
この訓令は、平成６年 11月 16日から施行する。

附 則（平成 10年３月 25日庁訓第 12号）（抄）



１ この訓令は、平成 10年３月 26日から施行する。
附 則（平成 14年３月 18日庁訓第４号）

この訓令は、平成 14年３月 27日から施行する。
附 則（平成 19年１月５日庁訓第１号）（抄）

１ この訓令は、平成 19年１月９日から施行する。
附 則（平成 21年 12月 25日省訓第 66号）（抄）

１ この訓令は、平成 22年４月１日から施行する。
附 則（平成 22年６月 30日省訓第 29号）（抄）

１ この訓令は、平成 22年７月１日から施行する。
附 則（平成 23年４月１日省訓第 16号）（抄）

１ この訓令は、平成 23年４月１日から施行する。
附 則（平成 27年 10月１日省訓第 39号）（抄）

（施行期日）
１ この訓令は、平成 27年 10月１日から施行する。

附 則（平成 27年 12月 10日省訓第 54号）（抄）
（施行期日）

第１条 この訓令は、平成２７年１２月１０日から施行
する。
（航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令
の一部改正）

第２条 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する
訓令（昭和３０年防衛庁訓令第２１号）の一部を次の
ように改正する。
第２条中「自衛隊の使用する航空機（以下本則中に

おいて「航空機」という。）」を「航空機（航空法（
昭和２７年法律第２３１号）第２条第１項に規定する
航空機であつて、自衛隊の使用するものをいう。以下
本則において同じ。）」に改める。
別紙第１第１項第１号中「航空機」の次に「（航空

法第２条第１項に規定する航空機をいう。以下同じ。
）」を加える。
別紙第１第３項第２号中「（昭和２７年法律第２３

１号）」を削る。
附 則（平成 30年６月 25日省訓第 34号）

（施行期日）
１ この訓令は、平成３０年６月２５日から施行する。
（乗員の範囲等に関する訓令の一部改正）

２ 乗員の範囲等に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令
第６号）の一部を次のように改正する。
第１条第２項第２号中「別紙第１第５項各号」を「

別紙第１第６項各号」に改め、同項第３号中「別紙第



１第７項各号」を「別紙第１第８項各号」に改め、同
項第４号中「別紙第１第１１項各号」を「別紙第１第
１２項各号」に改める。
附 則（令和２年９月 30日省訓第 59号）
（施行期日）

１ この訓令は、令和２年１０月１日から施行する。
附 則（令和２年 12月 28日省訓第 67号）
（施行期日）

１ この訓令は、令和２年１２月２８日から施行する。
（経過措置）

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前
の様式（次項において「旧様式」という。）により使
用されている書類は、この訓令による改正後の様式に
よるものとみなす。

３ この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙につ
いては、当分の間、これを取り繕って使用することが
できる。
附 則（令和４年３月 29日省訓第 31号）
この訓令は、令和４年３月３１日から施行する。



別紙第１
１ 高級操縦士としての資格は、次に掲げる条件のいず
れにも該当する場合に与える。
(１ ) 操縦に関する技能証明を有していた期間、操縦

について技能の習得を命ぜられていた期間及び防
衛大臣が指定する機関における航空機（航空法第
２条第１項に規定する航空機をいう。以下同じ。
）の操縦又は操縦に関する技能の習得を本務とす
る者（以下「操縦員」という。）であつた期間の
合計（以下「操縦期間」という。）が、 15年以上
であること。

(２ ) 自衛隊及び前号に規定する防衛大臣の指定する
機関（以下「自衛隊等」という。）における操縦
又は操縦に関する技能の習得を行う者としての飛
行時間（計器飛行のための航法用装備を有しない
航空機による飛行時間を除く。）が、 3000時間以
上であること。

(３ ) 計器飛行証明（緑）を有すること。
(４ ) 別に定める身体検査に合格すること。
(５ ) 上級操縦士技能証明を有すること。
(６ ) 自衛官にあつては、２等陸佐、２等海佐又は２

等空佐以上の階級にあること。
２ 上級操縦士としての資格は、次に掲げる条件のいず
れにも該当する場合に与える。
(１ ) 操縦期間が、７年以上であること。
(２ ) 自衛隊等における操縦又は操縦に関する技能の

習得を行う者としての飛行時間（計器飛行のため
の航法用装備を有しない航空機による飛行時間を
除く。 )が、 2000時間以上であること。

(３ ) 計器飛行証明（緑）を有すること。
(４ ) 別に定める身体検査に合格すること。
(５ ) 操縦士技能証明を有すること。

３ 操縦士としての資格は、丙種航空無線通信士以上の
資格を有し、かつ、次に掲げる条件のいずれかに該当
する場合に与える。
(１ ) 自衛隊における航空機（連絡用航空機、回転翼

航空機、滑空機及び無操縦者航空機を除く。）の
正規操縦教育課程を修了すること。

(２ ) 航空法第 24条に掲げる定期運送用操縦士又は事
業用操縦士の技能証明を有し、かつ、防衛大臣の
指定する講習を修了すること。



(３ ) 航空機の操縦について経験を有し、かつ、防衛
大臣の指定する講習を修了すること。

４ 新型機基本操縦士としての資格は、次に掲げる条件
のいずれにも該当する場合に与える。
(１ ) 高級操縦士、上級操縦士又は操縦士の技能証明

を有すること。
(２ ) 戦闘機の正規操縦教育課程を修了していること。
(３ ) 防衛大臣の指定する試験に合格すること。

５ 上級Ｌ操縦士としての資格は、次に掲げる条件のい
ずれにも該当する場合に与える。
(１ ) 操縦期間が、７年以上であること。
(２ ) 自衛隊等における固定翼航空機の操縦又は操縦

に関する技能の習得を行う者としての飛行時間が、
1500時間以上であること。

(３ ) 別に定める身体検査に合格すること。
(４ ) Ｌ操縦士技能証明を有すること。

６ Ｌ操縦士としての資格は、丙種航空無線通信士以上
の資格を有し、かつ、次に掲げる条件のいずれかに該
当する場合に与える。
(１ ) 自衛隊における連絡用航空機の正規操縦教育課

程を修了すること。
(２ ) 航空法第 24条に掲げる定期運送用操縦士又は事

業用操縦士の技能証明を有し、かつ、防衛大臣の
指定する講習を修了すること。

(３ ) 航空機の操縦について経験を有し、かつ、防衛
大臣の指定する講習を修了すること。

７ 上級Ｈ操縦士としての資格は、次に掲げる条件のい
ずれにも該当する場合に与える。
(１ ) Ｈ操縦士の技能証明を有していた期間、回転翼

航空機の操縦について技能の習得を命ぜられてい
た期間及び第１項第１号に規定する防衛大臣が指
定する機関における回転翼航空機の操縦員であつ
た期間の合計が、７年以上であること。

(２ ) 自衛隊等における回転翼航空機の操縦又は操縦
に関する技能の習得を行う者としての飛行時間が、
1500時間以上であること。

(３ ) 別に定める身体検査に合格すること。
(４ ) Ｈ操縦士技能証明を有すること。

８ Ｈ操縦士としての資格は、丙種航空無線通信士以上
の資格を有し、かつ、次に掲げる条件のいずれかに該
当する場合に与える。



(１ ) 自衛隊における回転翼航空機の正規操縦教育課
程を修了すること。

(２ ) 航空法第 24条に掲げる定期運送用操縦士又は事
業用操縦士の技能証明を有し、かつ、防衛大臣の
指定する講習を修了すること。

(３ ) 航空機の操縦について経験を有し、かつ、防衛
大臣の指定する講習を修了すること。

９ Ｇ操縦士としての資格は、次に掲げる条件のいずれ
かに該当する場合に与える。
(１ ) 自衛隊における滑空機の正規操縦教育課程を修

了すること。
(２ ) 航空法第 24条に掲げる事業用操縦士の技能証明

を有し、かつ、防衛大臣の指定する講習を修了す
ること。

(３ ) 航空機の操縦について経験を有し、かつ、防衛
大臣の指定する講習を修了すること。

10 Ｑ操縦士としての資格は、乙種航空無線通信士以上
の資格を有し、かつ、次に掲げる条件のいずれかに該
当する場合に与える。
(１ ) 自衛隊における無操縦者航空機の正規操縦教育

課程を修了すること。
(２ ) 航空法第 24条に掲げる事業用操縦士の技能証明

を有し、かつ、防衛大臣の指定する講習を修了す
ること。

(３ ) 航空機の操縦について経験を有し、かつ、防衛
大臣の指定する講習を修了すること。

11 高級航空士としての資格は、次に掲げる条件のいず
れにも該当する場合に与える。
(１ ) 高級航空士、上級航空士又は航空士の技能証明

を有していた期間、航法、通信、機上整備又は偵
察等について技能の習得を命ぜられていた期間及
び第１項第１号に規定する防衛大臣が指定する機
関における航法、通信、機上整備若しくは偵察等
又はこれらに関する技能の習得を本務とする者（
以下「航空士等」という。）であつた期間の合計
（以下「航空士等勤務期間」という。）が、 15年
以上であること。

(２ ) 自衛隊等における航法、通信、機上整備若しく
は偵察等又はこれらに関する技能の習得を行う者
としての飛行時間が、 3000時間以上であること。

(３ ) 別に定める身体検査に合格すること。



(４ ) 上級航空士技能証明を有すること。
(５ ) 自衛官にあつては、２等陸佐、２等海佐又は２

等空佐以上の階級にあること。
12 上級航空士としての資格は、次に掲げる条件のいず
れにも該当する場合に与える。
(１ ) 航空士等勤務期間が７年以上であること。
(２ ) 自衛隊等における航法、通信、機上整備若しく

は偵察等又はこれらに関する技能の習得を行う者
としての飛行時間が、 2000時間以上であること。

(３ ) 別に定める身体検査に合格すること。
(４ ) 航空士技能証明を有すること。

13 航空士としての資格は、次に掲げる条件のいずれか
に該当する場合に与える。ただし、通信を行う者につ
いては、丙種航空無線通信士以上の資格を有していな
ければならない。
(１ ) 自衛隊における航空士の正規教育課程を修了す

ること。
(２ ) 航空法第 24条に掲げる１等航空士、２等航空士、

航空機関士又は航空通信士の技能証明を有し、か
つ、防衛大臣の指定する講習を修了すること。

(３ ) 航法、通信、機上整備又は偵察等について必要
な経験を有し、かつ、防衛大臣の指定する講習を
修了すること。

14 整備士としての資格は、次に掲げる条件のいずれか
に該当する場合に与える。
(１ ) 自衛隊における整備士の正規教育課程を修了し、

かつ、所要の実務経験期間を経過すること。
(２ ) 航空法第 24条に掲げる１等航空整備士又は２等

航空整備士の技能証明を有し、かつ、防衛大臣の
指定する講習を修了すること。

(３ ) 整備士について必要な経験を有し、かつ、防衛
大臣の指定する講習を修了すること。



別紙第２



別紙第３
１ 計器飛行証明（緑）の資格は、次に掲げる条件のい
ずれにも該当する場合に与える。
(１ ) 防衛大臣の行う計器飛行証明試験又はこれに相

当するものとして防衛大臣の指定する計器飛行証
明試験に合格すること。

(２ ) 自衛隊の使用する航空機の正操縦者として行つ
た飛行時間のうち計器飛行を行つた飛行時間（以
下「計器飛行時間」という。）が、 100時間以上
であること。

(３ ) 前号の規定による計器飛行時間のうち天候によ
る計器飛行時間が、 50時間以上であること。

(４ ) 第２号の規定による計器飛行時間のうち少くと
も 25時間は第１号に規定する計器飛行証明試験の
日 (以下「試験日」という。 )から過去１年の期間
内に行つた計器飛行時間であること。

(５ ) 前号の規定による計器飛行時間のうち少くとも
15時間は試験日から過去６月の期間内に行った計
器飛行時間であること。

(６ ) 試験日から過去６月の期間内において、自隊隊
の使用する航空機の正操縦者として、５回以上の
計器進入を行つていること。この期間内において
飛行訓練装置を用いて計器進入訓練を行つた場合
は、４回まではその訓練をもつてこの号の規定に
よる計器進入とみなす。

(７ ) 自衛隊等における航空機の操縦又は操縦に関す
る技能の習得を行う者としての飛行時間（計器飛
行のための航法用装備を有しない航空機による飛
行時間を除く。）が 2000時間以上であること。

(８ ) 操縦期間が５年以上であること。
(９ ) 計器飛行証明（白）を有していること。

２ 計器飛行証明（白）の資格は、次に掲げる条件のい
ずれかに該当する場合に与える。
(１ ) 防衛大臣の指定する自衛隊における正規計器飛

行教育課程又は講習を修了すること。
(２ ) 防衛大臣の行う計器飛行証明試験に合格するこ

と。この試験は、試験日前過去６月の期間内に少
くとも 10時間の天候による又は訓練による計器飛
行時間を有し、その期間内において正操縦者とし
て５回以上計器進入（飛行訓練装置を用いて行う
計器進入訓練を含む。）を行つていることを受験



の要件のうちに含むものとする。
(３ ) 前号の規定による計器飛行証明試験に相当する

ものとして防衛大臣の指定する計器飛行証明試験
に合格すること。



別紙第４


